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参
照
条
文

○
鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
五
月
十
六
日
法
律
第
七
十
号
）

抄

（
作
業
監
督
者
）

第
二
十
六
条

鉱
業
権
者
は
、
保
安
を
確
保
す
る
た
め
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
作
業
の
区
分
ご
と
に
、
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
そ
の
作
業
を
監
督
す
る
者
（
以
下
「
作
業
監
督
者
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

○
鉱
山
保
安
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
九
月
二
十
七
日
経
済
産
業
省
令
第
九
十
六
号
）

抄

（
作
業
監
督
者
）

第
四
十
三
条

法
律
第
二
十
六
条
第
一
項
の
作
業
監
督
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
業
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
定
め
る

も
の
と
し
、
当
該
作
業
の
区
分
ご
と
に
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
資
格
を
有
す
る
者
か
ら
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。

作
業
の
区
分

作
業
監
督
者
の
資
格

一

火
薬
類
の
存
置
、
受
渡
し
、
運
搬
及
び

一

一
箇
月
に
一
ト
ン
以
上
の
火
薬
類
を
取
り
扱
う
作
業
に
つ
い
て
は

発
破
（
石
油
鉱
山
（
石
油
坑
に
よ
る
も
の

、
火
薬
類
取
締
法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
甲
種
火
薬
類
取
扱
保
安
責

を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
火
薬
類
の
使

任
者
免
状
を
有
す
る
者

用
）
に
関
す
る
作
業

二

一
箇
月
に
一
ト
ン
未
満
の
火
薬
類
を
取
り
扱
う
作
業
に
つ
い
て
は

、
火
薬
類
取
締
法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
甲
種
火
薬
類
取
扱
保
安
責

任
者
免
状
又
は
乙
種
火
薬
類
取
扱
保
安
責
任
者
免
状
を
有
す
る
者

二
〜
七

（
略
）

（
略
）

八

石
油
鉱
山
に
お
い
て
行
う
パ
イ
プ
ラ
イ

一

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
（
天
然
ガ
ス
の
み
を
流
送
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ン
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
関
す
る
作
業

及
び
そ
の
附
属
設
備
で
あ
っ
て
、
最
高
使
用
圧
力
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

以
上
の
も
の
に
係
る
作
業
に
つ
い
て
は
、
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
二
条
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第
一
項
の
甲
種
ガ
ス
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
又

は
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
甲
種
化
学
責
任
者
免
状

、
乙
種
化
学
責
任
者
免
状
若
し
く
は
丙
種
化
学
責
任
者
免
状
若
し
く

は
甲
種
機
械
責
任
者
免
状
若
し
く
は
乙
種
機
械
責
任
者
免
状
の
交
付

を
受
け
て
い
る
者

二

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
（
天
然
ガ
ス
の
み
を
流
送
す
る
も
の
に
限
る
。
）

及
び
そ
の
附
属
設
備
で
あ
っ
て
、
最
高
使
用
圧
力
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

未
満
の
も
の
に
係
る
作
業
に
つ
い
て
は
、
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
二
条

第
一
項
の
甲
種
ガ
ス
主
任
技
術
者
免
状
若
し
く
は
乙
種
ガ
ス
主
任
技

術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
又
は
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
二
十

九
条
第
一
項
の
甲
種
化
学
責
任
者
免
状
、
乙
種
化
学
責
任
者
免
状
若

し
く
は
丙
種
化
学
責
任
者
免
状
若
し
く
は
甲
種
機
械
責
任
者
免
状
若

し
く
は
乙
種
機
械
責
任
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

三

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
（
天
然
ガ
ス
の
み
を
流
送
す
る
も
の
を
除
く
。
）

及
び
そ
の
附
属
設
備
に
係
る
作
業
に
つ
い
て
は
、
消
防
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

甲
種
危
険
物
取
扱
者
免
状
又
は
乙
種
危
険
物
取
扱
者
免
状
（
同
法
別

表
第
一
の
第
四
類
に
掲
げ
る
危
険
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交

付
を
受
け
て
い
る
者

九

（
略
）

（
略
）

十

坑
廃
水
処
理
施
設
及
び
水
質
汚
濁
防
止

一

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
別
表
第
一
第
六
十
二
号
に
掲
げ
る
施
設

法
施
行
令
別
表
第
一
第
六
十
二
号
に
掲
げ

で
あ
っ
て
、
排
出
水
量
（
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
排
出
水
の
量
を

る
施
設
（
以
下
「
坑
廃
水
処
理
施
設
等
」

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
一
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
係
る
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と
い
う
。
）
の
鉱
害
防
止
に
関
す
る
作
業

作
業
に
つ
い
て
は
、
公
害
防
止
組
織
法
施
行
令
別
表
第
二
の
五
の
項

の
下
欄
に
掲
げ
る
者

二

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
別
表
第
一
第
六
十
二
号
に
掲
げ
る
施
設

で
あ
っ
て
、
排
出
水
量
が
一
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
係
る

作
業
に
つ
い
て
は
、
公
害
防
止
組
織
法
施
行
令
別
表
第
二
の
六
の
項

の
下
欄
に
掲
げ
る
者

三

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
別
表
第
一
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
又
は

坑
廃
水
処
理
施
設
で
あ
っ
て
、
排
出
水
量
が
一
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以

上
の
も
の
に
係
る
作
業
に
つ
い
て
は
、
公
害
防
止
組
織
法
施
行
令
別

表
第
二
の
七
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
者

四

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
別
表
第
一
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
又
は

坑
廃
水
処
理
施
設
で
あ
っ
て
、
排
出
水
量
が
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上

一
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
係
る
作
業
に
つ
い
て
は
、
公
害

防
止
組
織
法
施
行
令
別
表
第
二
の
八
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
者

十
一
〜
十
三

（
略
）

（
略
）

十
四

粉
じ
ん
発
生
施
設
の
鉱
害
防
止
に
関

公
害
防
止
組
織
法
施
行
令
別
表
第
二
の
十
一
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
者

す
る
作
業

十
五
〜
十
七

(

略)

（
略
）

２

鉱
業
権
者
は
、
掘
削
バ
ー
ジ
に
お
い
て
作
業
す
る
作
業
監
督
者
を
選
任
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
、
か
つ
、
産
業
保
安
監
督
部
長
が
面
接
に
よ
り
、
前
項
の
表
の
下
欄
の
資
格
を
有
す
る
者
と
同
等
以

上
と
認
め
た
者
か
ら
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
、
前
項
の
表
の
上
欄
に
定
め
る
当
該
作
業
の
区
分
に
関
連
す

る
技
術
に
関
す
る
学
科
を
修
め
こ
れ
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該



4

作
業
に
関
す
る
実
務
に
通
算
し
て
一
年
以
上
従
事
し
た
も
の

二

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
に
お
い
て
、
前
項
の
表
の
上
欄
に
定
め
る
当
該
作
業
の
区
分
に
関
連
す
る
技
術
に
関
す

る
学
科
を
修
め
こ
れ
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
作
業
に
関
す
る

実
務
に
通
算
し
て
二
年
以
上
従
事
し
た
も
の

三

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
当
該
作
業
に
関
す
る
実
務
に
通
算
し
て
五
年
以
上
従
事
し
た
も
の

３

鉱
業
権
者
は
、
第
一
項
の
表
の
第
十
号
の
項
の
上
欄
に
定
め
る
作
業
を
す
る
作
業
監
督
者
を
選
任
す
る
と
き
は
、
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
同
表
の
第
十
号
の
項
の
上
欄
に
定
め
る
作
業
に
関
し
同
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
格
を
有
す
る
者
と
同

等
以
上
と
産
業
保
安
監
督
部
長
が
認
め
た
者
か
ら
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

（
略
）


